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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像を生成する映像生成装置と、
　前記映像生成装置から入力される映像を、ネットワークを介して映像記録配信装置に送
信する映像発信装置と、
　ネットワークを介して前記映像発信装置からの映像を受信する映像記録配信装置と、
　表示装置が接続され、ネットワークを介して前記映像記録配信装置からの映像を受信し
て、前記表示装置に表示する映像受信装置と、を有し、
　前記映像記録配信装置は、受信した映像に関するアラームイベントの重要度を、前記映
像受信装置に通知し、
　前記映像受信装置は、前記通知されたアラームイベントの重要度を判定し、重要度が第
一の重要度であった場合にはアラームイベント時の映像を一定時間表示し、重要度が第一
の重要度より高い第二の重要度であった場合にはアラームイベント時の映像を繰り返し再
生して、前記表示装置に表示することを特徴とする映像配信表示システム。
【請求項２】
　映像生成装置と、映像発信装置と、映像記録配信装置と、映像受信装置とを備える映像
配信表示システムにおいて、
　前記映像発信装置により映像を生成するステップと、
　前記映像発信装置により前記映像を配信するステップと、
　前記映像発信装置によりアラームイベントの発生を通知するステップと、
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　前記映像発信装置により前記アラームイベントの重要度を通知するステップと、
　前記映像発信装置により通知された重要度を判定するステップと、
　前記映像受信装置により受信した前記映像を前記アラームイベントの重要度が第一の重
要度であった場合にはアラームイベント時の映像を一定時間表示し、重要度が第一の重要
度より高い第二の重要度であった場合にはアラームイベント時の映像を繰り返し再生する
ステップと、
を備えることを特徴とする映像配信表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像記録配信システムに係り、監視カメラ等の撮像装置で撮影された映像を
ネットワーク上で配信、受信、記録するシステムであって、特に、アラームが発生したと
きに、好適なユーザインタフェースを提供する映像記録配信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　映像監視システムは、ホテルやビル、コンビニエンスストアや金融機関、あるいはダム
や道路といった公共施設など犯罪抑止や事故防止等の目的で設置されている。これは、監
視対象をカメラ等の撮像装置で撮影し、その映像を、管理事務所や警備室等の監視センタ
に伝送し、監視者がそれを監視し、目的や必要に応じて、注意や警告をしたり、あるいは
映像を記録・保存するものである。
【０００３】
　近年、こうした映像監視システムの分野において、監視カメラ映像をデジタル化し、イ
ンターネットに代表されるＩＰネットワークを介して、映像を伝送し監視をおこなうネッ
トワーク型映像監視システムが普及してきている。
【０００４】
　映像監視には、「監視映像を記録・保存し、問題発生時に時間を遡って記録映像を見る
」といった監視形態もあり、金融機関や商店を中心にこうした「記録型監視」の顧客二一
ズが存在する。ネットワーク型映像監視システムの一形態として、こうした「記録型監視
」のニーズに対応可能な映像記録配信システムを用いて実現することができる。
【０００５】
　映像記録配信システムには、映像を記録する機能、配信する機能、ユーザに映像を見せ
るための画面の機能、他の装置とのデータの受け渡しをする機能、映像をクライアンＰＣ
に保存する機能など数多くの機能を持つシステムであり、特に、施設内のセキュリティを
確保するための監視システムとして活用されている。例えば、以下の特許文献１には、ネ
ットワーク型の映像監視システムの例として、生成装置、映像発信装置から来る映像を映
像蓄積サーバに記録しておき、ネットワークを介して、映像表示装置に表示させる技術が
開示されている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－１７３２５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　映像記録配信システムでは、映像を撮像したときには、特定のサーバまたは装置の記録
媒体に記録されるが、特に、監視を目的としたシステムでは、アラーム（異常）が発生し
たときに、そのように記録された映像について、如何に早く分りやすく監視者に通知し確
認してもらうかも重要なことである。
【０００８】
　その際のユーザヘの通知は、パトライトを点灯する、アラーム音を鳴らす、メールで通
知するといったことが一般的である。しかしながら、アラームが発生した時の映像を確認
する場合は、アラームが発生した時の日時を検索して映像を表示させる、アラーム時の映
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像を記録したときのアラームリストから選択して映像を表示させるといった人手を介した
操作により映像を確認することになる。特に、重要なアラームが発生した場合は一刻を争
う場合もあるので、人手の操作をおこなわせるには非効率であるという問題点がある。
【０００９】
　また、アラーム音を鳴らしたり、メールで通知したりするという手段では、監視者が気
が付かずに、アラームを知らせる情報を見過ごすおそれがある。
【００１０】
　本発明は、上記問題点を解決するためになされたもので、その目的は、監視を対象とす
るようなアラームを要する事象が発生する映像記録配信システムにおいて、視線をアラー
ム映像に向けるだけで、状況を把握できるようになり、効率よく監視作業を続けることが
でき、アラームを見過ごすことのないような映像記録配信システムを提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の映像記録配信システムは、映像を撮像し、生成する映像生成装置と、映像生成
装置から入力される映像をネットワークを介して映像記録配信装置に発信する映像発信装
置と、ネットワークを介して映像発信装置からの映像を受信する映像記録配信装置と、表
示装置が接続され、ネットワークを介して前記映像記録配信装置からの映像を受信して、
前記表示装置に表示する映像受信装置とを備える。
【００１２】
　そして、映像記録配信装置では、アラームが発生したときの映像の重要度を、場合に応
じて予め設定しておく。
【００１３】
　アラームイベントが発生したときには、映像記録配信装置で、受信した映像のアラーム
イベントの重要度を映像受信装置に通知する。
【００１４】
　映像受信装置では、アラームイベントの重要度の高いものについては、受信した映像を
ループ再生して、表示装置に表示する。
【００１５】
　このシステムにより、常時監視しているような映像監視システムにおいて、アラームが
発生したときの通知と同時にその映像が自動的に再生されるので、映像を監視している監
視者にとっては、視線をアラーム映像に向けるだけで、状況を把握できるようになり、効
率よく監視作業を続けることができるようになる。また、アラーム映像の表示の方法を、
アラームの重要度によって、ループ再生する、１回だけ追っかけ再生する、アラーム発生
時の静止画を表示するといったこともでき、ユーザの用途に応じて使い分けることもでき
る。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、監視を対象とするようなアラームを要する事象が発生する映像記録配
信システムにおいて、視線をアラーム映像に向けるだけで、状況を把握できるようになり
、効率よく監視作業を続けることができ、アラームを見過ごすことのないような映像記録
配信システムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明に係る一実施形態を、図１ないし図１１を用いて説明する。
【００１８】
　先ず、図１を用いて本発明の一実施形態に係る映像記録配信システムの構成について説
明する。
  図１は、本発明の一実施形態に係る映像記録配信システムの構成図である。
【００１９】
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　本実施形態の映像記録配信システムの説明では、ネットワーク型の映像監視システムと
して用いられる場合について説明する。
【００２０】
　本実施形態の映像記録配信システムは、図１に示されるように、ネットワーク回線３０
１、映像生成装置３０２、映像発信装置３０３、映像受信装置３０４、映像表示装置３０
５、映像記録配信装置３０６、記憶装置３０７から構成され、映像生成装置３０２、映像
発信装置３０３、映像受信装置３０４、映像記録配信装置３０６は、それぞれネットワー
ク回線３０１により接続されており、互いが通信できるようになっている。
【００２１】
　ネットワーク回線３０１は、例えば、ネットワークケーブルや無線ＬＡＮ、公衆回線等
であり、発信されたデータを伝送する機能を有する。また、図示しなかったが、ここには
ルータやハブ等のネットワークにおいて伝送や中継の制御をおこなうネットワーク機器も
含まれる。
【００２２】
　映像生成装置３０２は、例えば、カメラといった撮像素子を持ち、映像を撮像して、生
成する映像生成装置であり、光を電気に変換して映像データを生成する機能を有する。
【００２３】
　映像発信装置３０３は、例えば、映像生成装置３０２からの映像を受け取るインターフ
ェイスと画像コーデックとネットワークインターフェイスを内蔵したエンコーダ装置であ
り、映像生成装置３０２からの入力映像をネットワーク伝送に適した形に変換し、ネット
ワーク回線３０１に発信する機能を有する。例えば、映像生成装置３０２からの入力映像
がアナログ映像であった場合にはデジタル変換し、ネットワーク回線３０１の伝送帯域に
よって、データ圧縮が必要なときには、圧縮処理を施す。また、映像発信装置３０３は、
ネットワーク上のプロトコルが、ＨＴＴＰプロトコルのときには、Ｗｅｂエンコーダであ
る。
【００２４】
　なお、映像生成装置３０２と映像発信装置３０３は、図１のように別々の形態でもよい
し、一つの装置として結合された形態でもよい。
【００２５】
　映像受信装置３０４は、例えば、ネットワークインターフェイスと画像コーデック、映
像表示装置３０５に映像を出力するインターフェイスを内蔵したデコーダ装置であり、ネ
ットワーク回線３０１を伝送されてきた映像を受信し、映像表示装置３０５が表示可能な
形に変換し出力する機能を有する。例えば、映像表示装置３０５がテレビモニタであった
場合には、アナログ変換をおこなって画像を表示する。また、受信した映像が圧縮映像で
あった場合には、画像コーデックを使って伸張処理を施す。
【００２６】
　映像表示装置３０５は、例えば、テレビモニタ、コンピュータのＣＲＴ、液晶モニタと
いった投影素子を持った映像表示装置で、電気を光に変えて映像を表示する機能を有する
。映像受信装置３０４と映像表示装置３０５は、別々の装置でもよいし、一つの装置とし
て結合された形態でもよい。例えば、テレビモニタに内蔵された形態、ＣＲＴを接続した
コンピュータの形態、あるいは、表示装置を備えた携帯電話等の携帯端末の形態などが挙
げられる。
【００２７】
　また、映像受信装置３０４は、映像記録配信装置３０６に対し、再生や早送り等の再生
指示をおこなう操作インターフェイスも内蔵する。このインターフェイスは、例えば、コ
ンピュータ画面のＧＵＩ（Graphical User Interface）、あるいは、映像受信装置３０４
に接続された制御盤端末でもよい。映像受信装置３０４は、映像記録配信装置３０６をフ
ァイルを配布するファイルサーバと見たときには、ファイルを受信するクライアントＰＣ
ということができる。
【００２８】
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　映像記録配信装置３０６は、例えば、ネットワークインターフェイスや、記憶装置への
インターフェイスを内蔵したＰＣであり、映像発信装置３０３からネットワーク回線３０
１を伝送されてきた映像を受信し、接続された記憶装置３０７に映像を記録する機能と、
映像受信装置３０４からの映像配信要求に応じ、記憶装置３０７より要求の映像を取出し
、ネットワーク回線３０１を介して映像受信装置３０４に該映像を配信する機能を有する
。
【００２９】
　記憶装置３０７は、例えば、ハードディスクやディスクアレイといった映像をデジタル
データとして記録する媒体を有する装置であり、映像記録配信装置３０６と、例えば、Ｓ
ＣＳＩ(Small Computer System Interface)やＡＴＡ(AT Attachment)、Ｆｉｂｒｅ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌといった専用のインターフェイス、または、ＳＡＮ(Storage Area Net work)
やＮＡＳ(Network Attached Storage)といったＩＰネットワークを用いたインターフェイ
ス等によって結ばれている。記憶装置３０７は、映像記録配信装置３０６に内蔵してあっ
てもよい。
【００３０】
　図１では、ネットワーク回線３０１に接続た映像生成装置３０２、映像発信装置３０３
、映像受信装置３０４の各装置は、一台ずつになっているが、これらは映像記録配信装置
３０６に対し、複数個接続されることが可能である。
【００３１】
　次に、図２ないし図５を用いて本実施形態に係る映像記録配信システムの各装置のハー
ドウェア構成について説明する。
  図２は、映像生成装置３０２のハードウェア構成を示すブロック図である。
  図３は、映像発信装置３０３のハードウェア構成を示すブロック図である。
  図４は、映像受信装置３０４のハードウェア構成を示すブロック図である。
  図５は、映像記録配信装置３０６のハードウェア構成を示すブロック図である。
【００３２】
　映像生成装置３０２は、図２に示されるように、ＤＳＰ３０２１、メモリ３０２２、光
学系３０２３、光電変換インターフェイス３０２４、映像出力インターフェイス３０２５
が、バス３０２０により接続された形態である。
【００３３】
　映像生成装置３０２では、レンズなどの光学系３０２３から光を取り込み、それをＣＣ
Ｄ（Charge Coupled Device）などからなる光電変換インターフェイス３０２４により、
デジタル映像信号に変換する。そして、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）３０２１に
より電気信号を処理して、デジタル映像データを生成し、必要なときには、メモリ３０２
２に蓄積し、映像出力インターフェイス３０２５を介して、映像発信装置３０３に映像デ
ータを転送する。
【００３４】
　映像発信装置３０３は、図３に示されるように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）
３０３１、メモリ３０３２、映像入力インターフェイス３０３３、ネットワークインタフ
ェース３０３４、画像コーデック３０３５が、バス３０３０により接続された形態である
。
【００３５】
　映像発信装置３０３では、映像入力インターフェイス３０３３を介して、映像生成装置
３０２からの映像データを取り込み、それを画像コーディク３０３５により、コード化す
る。そして、ネットワークインタフェース３０３４により、ネットワーク回線３０１にデ
ータを送出する。メモリ３０３２は、必要に応じてコード化した映像データを蓄積する。
【００３６】
　ＣＰＵ３０３１は、映像発信装置３０３の全体の制御をおこない、メモリ３０３２は、
必要に応じて中間的なデータを記憶する。
【００３７】
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　映像受信装置３０４は、図４に示されるように、ＣＰＵ３０４１、メモリ３０４２、画
像コーデック３０４３、ネットワークインタフェース３０４４、表示装置インターフェイ
ス３０４５が、バス３０４０により接続された形態である。
【００３８】
　映像受信装置３０４では、ネットワークインタフェース３０４４を介して、映像記録配
信装置３０６からネットワーク回線により送信されてくる映像データを取り込み、それを
画像コーデック３０４３により、必要な場合には、復号化する。そして、表示装置インタ
ーフェイス３０４５により必要ならアナログ変換などをおこなって、表示装置３０５に表
示する。
【００３９】
　ＣＰＵ３０４１は、映像受信装置３０４の全体の制御をおこない、メモリ３０４２は、
必要に応じて中間的なデータを記憶する。
【００４０】
　映像記録配信装置３０６は、図５に示されるように、ＣＰＵ３０６１、メモリ３０６２
、ネットワークインタフェース３０６３、記憶装置インターフェイス３０６４が、バス３
０６０により接続された形態である。
【００４１】
　映像記録配信装置３０６では、ネットワークインタフェース３０６４を介して、映像発
信装置３０３からネットワーク回線により送信されていくる映像データを取り込み、それ
をメモリ３０６２に記憶する。そして、ＣＰＵ３０６１は、メモリ３０６２にあるアプリ
ケーションと設定ファイルの内容に基づき、ネットワークインタフェース３０６３を介し
て、ネットワーク回線３０１により、映像受信装置３０４に送られる。
【００４２】
　なお、アプリケーションと設定ファイルの内容とその処理については、次に詳細に説明
する。
【００４３】
　次に、図６を用いて映像記録配信装置３０６のソフトウェア構成について説明する。
  　図６は、映像記録配信装置３０６のソフトウェア構成を示すブロック図である。
【００４４】
　映像記録配信装置３０６は、実行させるアプリケーションソフトウェアとして、記録モ
ジュール４０１、配信モジュール４０２、設定モジュールを有する。
【００４５】
　記録モジュール４０１は、先ず、映像発信装置３０３から映像を取得し、記憶装置３０
７に記録するモジュールである。また、配信モジュール４０２は、記録した映像をユーザ
に対して映像を見せるために映像受信装置３０４へ配信するモジュールである。
【００４６】
　設定モジュール４０３は、映像記録配信装置３０６内の設定ファイルの値を更新するモ
ジュールである。
【００４７】
　その他、図示しなかったが、オペレーティングシステムや各種ユーティリティが映像記
録配信装置３０６で実行されるプログラムとして含まれている。
【００４８】
　設定ファイルは、映像記録配信装置３０６が、動作するための各種情報が格納されるフ
ァイルであり、システム設定ファイル４１１、カメラ設定ファイル４１２、ネットワーク
設定ファイル４１３、スケジュール設定ファイル４１４などがある。
【００４９】
　システム設定ファイル４１１は、映像記録配信装置３０６の装置全体のパラメータを記
述したファイルである。カメラ設定ファイル４１２は、映像を取得する映像発信装置３０
３のＩＰアドレスなどが記述されたファイルである。ネットワーク設定ファイル４１３は
、映像記録配信装置のＩＰアドレスなどが記述されたファイルである。また、スケジュー
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ル設定ファイル４１４は、映像記録配信装置３０６の記録モジュール４０１が動作して記
録された内容、日時が記述されたファイルである。
【００５０】
　映像監視システムにおける映像記録配信装置の主な使われ方として、常時記録しておき
、後から必要なときの映像を見る、アラームが発生したとき、映像でそのアラーム時の映
像を見るという使用法がある。本発明は、この使われ方のアラーム発生時に記録映像を閲
覧するとき映像表示方法を工夫するものである。
【００５１】
　以下、図７ないし図１０を用いて各装置のアラームイベントとアラームの設定に関する
処理について説明する。
  図７は、映像発信装置３０３のアラームイベントが発生したときの処理を示すフローチ
ャートである。
  図８は、映像記録配信装置３０６のアラームイベントの処理を示すフローチャートであ
る。
  図９は、映像受信装置３０４のアラームイベントの処理を示すフローチャートである。
  図１０は、映像記録配信装置３０６の設定モジュール４０３により、アラームの設定が
されるときの処理を示すフローチャートである。
【００５２】
　先ず、図７を用いて映像発信装置３０３の処理について説明する。
【００５３】
　映像発信装置３０３では、以下の図７のフローチャートに示される処理により、アラー
ムが発生したときのトリガを受け、そのときの映像を映像記録配信装置３０６に配信する
。
【００５４】
　先ず、アラームが発生すると、そのときのトリガは、映像発信装置３０３に送られる。
映像発信装置３０３は、そのトリガを受信すると、アラームイベント発生時の処理を起動
する（Ｓ１０１）。
【００５５】
　ここで、アラームの発生は、進入禁止エリアに人が侵入したときなど、画像処理により
映像に変化がおきたときにアラームとする場合、ドアなどにセンサーを設けて、重要場所
への入退者があったときにアラームとする場合などが考えうる。
【００５６】
　次に、映像発信装置３０３は、アラームが発生したことを、映像記録配信装置３０６に
ネットワーク回線３０１などを介して通知する（Ｓ１０２）。
【００５７】
　映像発信装置３０３は、それと同時に映像発信装置内にあるメモリなどの媒体に、映像
をバッファリングする（Ｓ１０３）。このバッファは、映像記録配信装置３０６から映像
の取得が来るまでに一時的に蓄えておくものである。また、このバッファに、アラームト
リガが発生する前の映像からバッファリングしておいてもよい。
【００５８】
　次に、映像発信装置３０３は、映像記録配信装置３０６からそのアラーム映像取得要求
を受信した場合に（Ｓ１０４）、バッファリングしているデータの先頭から、映像記録配
信装置３０６に映像を配信する（Ｓ１０５）。
【００５９】
　そして、映像発信装置３０３は、映像記録配信装置３０６にバッファリングしている映
像データを全て配信した時点で、アラームイベント処理を終了する（Ｓ１０６）。
【００６０】
　次に、図８を用いて記録配信装置３０６の処理について説明する。
【００６１】
　映像記録配信装置３０６では、以下の図８に示される処理により、映像発信装置３０３
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からの映像を受信して記憶装置３０７に記録し、監視者が映像を閲覧する映像受信装置３
０４へ記録した映像を配信する。
【００６２】
　先ず、映像記録配信装置３０６が起動されたときに、アラームイベントの処理を開始す
る（Ｓ１１１）。
【００６３】
　映像記録配信装置３０６は、映像発信装置３０３からのアラームイベントを受信するま
では、アラームイベントのイベント待ちをしておく（Ｓ１１２）。
【００６４】
　そして、映像記録配信装置３０６が、アラーム発生の通知を受信した場合は、映像発信
装置３０３でバッファリングしているアラーム時の映像を取得するため、映像発信装置３
０３に対して映像取得要求をおこなう（Ｓ１１３）。
【００６５】
　映像記録配信装置３０６では、映像発信装置３０３からの映像を受信するごとに、記憶
装置３０７であるＨＤＤなどに映像データを記録する（Ｓ１１４）。
【００６６】
　一方、映像記録配信装置３０６は、映像の記録を始めると、アラームがあったことをユ
ーザに通知するべく、映像受信装置３０４にアラームが発生したことを通知する（Ｓ１１
５）。
【００６７】
　このアラーム発生の通知は、先の映像発信装置３０３からの映像取得より前におこなっ
てもよい。また、アラームの通知を最優先にするのであれば、映像発信装置３０３から、
映像記録配信装置３０６を介在することなく、直接、映像受信装置３０４への通知をおこ
なってもよい。
【００６８】
　そして、アラーム通知をした後は、通知したアラームに対する重要度も、映像受信装置
３０４に通知する（Ｓ１１６）。
【００６９】
　次に、映像記録配信装置３０６は、映像受信装置３０４からの映像取得要求の受信待ち
になる（Ｓ１１７）。
【００７０】
　そして、映像記録配信３０６は、映像受信装置３０４から映像取得要求を受信すると、
記録している映像を配信する（Ｓ１１８）。
【００７１】
　映像記録配信３０６は、記録した映像を配信し終えると、本アラームについての一連の
処理を終了する（Ｓ１１９）。
【００７２】
　次に、図９を用いて映像受信装置３０４の処理について説明する。
【００７３】
　映像受信装置３０４は、以下の図９に示される処理により、監視者の操作により指定し
た時刻の映像を取得し、画面に表示することで、過去の映像を閲覧する。
【００７４】
　映像受信装置３０４は、通常、クライアントＰＣを使用し、ユーザインタフェースを有
し、取得した映像を表示する機能を有する。通常、表示している映像は、現在のライブ映
像がほとんどである。また、映像は、個人情報にもなりうることから、通常は、映像を表
示しないようにしているケースもある。映像受信装置３０４は、クライアントＰＣ以外に
も、アナログに変換してモニタに映像を表示するデコーダという機器を使用するケースも
ある。
【００７５】
　先ず、映像受信装置３０４が起動されたときに、アラームイベントの処理を開始する（
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Ｓ１３１）。
【００７６】
　映像受信装置３０４は、アラームイベントを受信するまでは、アラームイベントを受信
するまで待ち続ける（Ｓ１３２）。
【００７７】
　そして、映像記録配信装置３０６からのアラームイベントを受信すると、次にアラーム
の重要度通知を受信するまで待つ（Ｓ１３３）
　アラームの重要度を受信すると、次に、映像記録配信装置３０６からそのアラーム映像
を取得する（Ｓ１３４）。
【００７８】
　映像受信装置３０４は、アラーム発生時の映像を受信すると、そのときの画像とアラー
ムが発生したことが分るためのマークを、表示装置３０５のユーザインタフェース画面に
表示する（Ｓ１３５）。
【００７９】
　そのマークは、アラームを入れる文字を表示する、画面の周囲に赤枠を点滅する、パト
ライトを点灯する、といった形でユーザにはっきり分らせるものが好ましい。また、アラ
ーム映像の表示は、それまで、現在のＬＩＶＥ映像を表示している場合は、その映像を一
時隠して、アラーム映像を表示する、また、通常映像を表示していない場合には、映像を
表示するアプリケーションを自動起動して、アラーム映像を表示するといった形で、必ず
、映像を閲覧してもらえるようにする。
【００８０】
　このようにして、映像を表示した場合には、アラームの重要度により映像の表示方法を
変更できるようにする。
【００８１】
　例えば、アラームの重要度が大中小と３段階ある場合（Ｓ１３６）、重要度小の場合は
、アラーム発生時の静止画像を１枚指定した時間、例えば１０秒表示する（Ｓ１３７）。
その後は、表示装置３０５の表示は、現在のＬＩＶＥ画像に自動的に戻るといったように
通常の映像に戻る（Ｓ１４１）。
【００８２】
　アラームの重要度が中以上の場合は、アラーム発生時前後の例えば１分の映像を自動再
生する（Ｓ１３８）。
【００８３】
　この場合も、例えば、表示装置３０５の表示は、再生が終わると現在のＬＩＶＥ映像に
自動的に戻るといったように通常の映像に戻る（Ｓ１４１）。
【００８４】
　アラームの重要度が大の場合は、先ほどのアラーム映像の再生を指定回数、例えば、５
回繰り返す（Ｓ１３９、Ｓ１４０）。
【００８５】
　この場合も、例えば、表示装置３０５の表示は、指定回数再生が終わると現在のＬＩＶ
Ｅ映像に戻るといったように通常の映像に戻る（Ｓ１４１）。
【００８６】
　上記設定が完了したら、アラームイベント処理を完了する（Ｓ１４２）。
【００８７】
　また例えば、指定回数分だけ再生とするのではなく、ユーザがアラーム映像の再生は必
要ないと判断し終了ボタンを押すまでは、繰り返し再生して、終了ボタンを押すと現在の
ＬＩＶＥ映像に戻るというようなユーザインタフェースでもよい。
【００８８】
　次に、図１０を用いて映像配信記録装置３０６のアラーム設定処理について説明する。
【００８９】
　このアラーム設定処理は、図６に示した設定モジュールにより実行される。
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【００９０】
　映像受信装置３０４の表示装置に表示されているユーザインタフェース画面から、以下
の図１０に示す手順により設定をおこなう。
【００９１】
　先ず、アラーム映像を表示するための設定画面を表示させる（Ｓ２０１）。
【００９２】
　先ず、映像発信する映像発信装置３０３を、システムに登録する（Ｓ２０２）。
【００９３】
　この内容には、映像発信装置３０３のＩＰアドレスや、端末名等がある。そして、この
映像発信装置３０３の映像には、アラーム映像の録画が発信される可能性があるあるか否
かを設定をする（Ｓ２０３）。
【００９４】
　設定される情報としては、アラーム映像のアラームの重要度の設定（Ｓ２０４）や、ア
ラーム発生時に、アラーム発生イベントの通知先ＩＰアドレスの設定（Ｓ２０５）などが
ある。上記設定が完了したら、アラーム設定処理を完了する（Ｓ２０６）。
【００９５】
　以上の内容は設定されると、設定モジュールにより４０３を介して、システム設定ファ
イル４１１、カメラ設定ファイル４１２に設定される。
【００９６】
　次に、図１１を用いて映像受信装置３０４に接続された表示装置３０５に表示されるア
ラーム発生時のユーザインタフェース画面を説明する。
【００９７】
　図１１は、アラーム発生時のユーザインタフェース画面を説明する図である。
【００９８】
　例えば、施設内の不審者が入ったことを検知して、アラームイベントが発生したとする
。そのときには、図１１（ａ）に示される画面が表示されて、監視者にアラームの発生を
知らせる。図１１（ａ）の画面には、「ＡＬＡＲＭ！」というユーザに注意を促す文字が
、必要なら点滅させたり、赤色などの注意を引く色によって、大きく表示される。また、
このアラーム画面に、重要度と、重要度に応じて繰り返される回数が表示される。そして
、現在の表示の回数も同時に表示される。この例では、施設内の不審者が入ったことを示
す映像、図１１（ａ）～（ｄ）が３回繰り返されることになる。
【００９９】
　以上の方法により、アラーム映像に対して、自動的な表示とアラームに対する重要度を
設けることにより、監視者は、アラーム発生時にどこで発生し、何が起こったのかを、画
面を見ているだけで自動的に動作するので、作業の手間を省くことができ、効率よく監視
をおこなうことができる。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】本発明の一実施形態に係る映像記録配信システムの構成図である。
【図２】映像生成装置３０２のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図３】映像発信装置３０３のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図４】映像受信装置３０４のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図５】映像記録配信装置３０６のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図６】映像記録配信装置３０６のソフトウェア構成を示すブロック図である。
【図７】映像発信装置３０３のアラームイベントが発生したときの処理を示すフローチャ
ートである。
【図８】映像記録配信装置３０６のアラームイベントの処理を示すフローチャートである
。
【図９】映像受信装置３０４のアラームイベントの処理を示すフローチャートである。
【図１０】映像記録配信装置３０６の設定モジュール４０３により、アラームの設定がさ
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れるときの処理を示すフローチャートである。
【図１１】アラーム発生時のユーザインタフェース画面を説明する図である。
【符号の説明】
【０１０１】
　３０１…ネットワーク回線、３０２…映像生成装置、３０３…映像発信装置、３０４…
映像受信装置、３０５…表示装置、３０６…映像記録配信装置、３０７…記憶装置。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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